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○

病気療養中の役員報酬

Q:当社の社長が身体をこわし、既に3力

月の入院生活を送る状態になっています。入

院中も通常通り役員報酬を支給しているので

すが、何か問題があるでしょうか。

A:必要な場合に病床から指示をして、会

社の運営を行うことが可能な場合には、役員

報酬を支給しても問題ないと思います。

【解説】

社長が病気のため入院していたとしても 、

社長としての地位にある以上、入院中であっ

たということを理由にして、社長としての責

任を免れうるものではないことや、会社と役

員との関係は委任契約ですから、役員報酬は、

役員としての職務執行の対価として受任者が

委任者から受ける報酬であり、従業員の給与

のような労働の対価とは性格が異なります。

上記のような理由から、たとえ病気で入院

していたとしても、必要な場合に病床から指

示をして、会社の運営を行うことが可能な場

合には、入院中の役員報酬についても支給す

ることができると思われます。

なお、取締役が病気で長期欠勤をしなけれ

ばならなくなった場合の取扱いについては、

会社によってその方法が異なるようですが、

一般的には、欠勤理由が病気という同情すべ

きことですから、任期までは減額せずに報酬

を支給し、回復しなければ再任しないという

方法をとっているようです。


